
伊勢崎市議会議員の請負の状況の公表に関する条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第３７号 

伊勢崎市議会議員の請負の状況の公表に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、伊勢崎市議会議員（以下「議員」という。）が本市に対

し請負（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９２条の２に規定する請

負をいう。以下同じ。）をする者又はその支配人である場合における請負の

状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の

運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。 

（報告） 

第２条 議員は、毎年６月１日から同月３０日までの間（当該期間内に任期満

了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期

満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再

び議員となった日から起算して３０日を経過する日までの間）に、当該６月

３０日の属する会計年度の前会計年度（議員である期間に限る。第１号エに

おいて同じ。）における伊勢崎市に対する請負（当該前会計年度において支

払を受けたものに限る。）について、議長に対し、次に掲げる事項を報告し

なければならない。 

⑴ 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項 

ア 請負の対象とする役務、物件等 

イ 契約締結日 

ウ 契約金額（契約金額が定められている請負に限る。） 

エ 当該６月３０日の属する会計年度の前会計年度において支払を受け

た総額 

⑵ 前号エに掲げる総額の合計額 

２ 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当



該訂正の内容を届け出なければならない。 

（報告の一覧の作成及び公表） 

第３条 議長は、前条第１項の規定による報告（同条第２項の規定による訂正

があった場合にあっては、当該訂正後の報告）の一覧を作成し、公表しなけ

ればならない。 

（報告等の保存及び閲覧等) 

第４条 第２条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべ

き期限の日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

２ 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲

覧又は写しの交付を請求することができる。 

 （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 伊勢崎市部設置条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄 

 

伊勢崎市条例第３８号 

伊勢崎市部設置条例等の一部を改正する条例 

（伊勢崎市部設置条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市部設置条例（平成１７年伊勢崎市条例第１５号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第４号エ中「国際化」を「多文化共生」に改め、同号に次のように

加える。 

オ 支所に関する事項 

  第２条第１１号中イを削り、ウをイとし、エをウとし、同条第１２号中オ

を削り、エをオとし、ウをエとし、イの次に次のように加える。 



   ウ 建築指導及び開発指導に関する事項 

（伊勢崎市建築審査会条例の一部改正） 

第２条 伊勢崎市建築審査会条例（平成１７年伊勢崎市条例第１７１号）の一

部を次のように改正する。 

第１０条中「建設部」を「都市計画部」に改める。 

（伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業施行規程の一部改

正） 

第３条 伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業施行規程（平

成１７年伊勢崎市条例第１７８号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「大手町１６番５号」を「今泉町二丁目４１０番地」に改める。 

（伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第二土地区画整理事業施行規程の一部改

正） 

第４条 伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周辺第二土地区画整理事業施行規程（平

成１７年伊勢崎市条例第１７９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「大手町１６番５号」を「今泉町二丁目４１０番地」に改める。 

 （伊勢崎市開発審査会条例の一部改正） 

第５条 伊勢崎市開発審査会条例（平成１８年伊勢崎市条例第５４号）の一部

を次のように改正する。 

  第９条中「建設部」を「都市計画部」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

   

 伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄 

 

伊勢崎市条例第３９号 

   伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市国民健康保険税条例（平成１７年伊勢崎市条例第２１８号）の一部



を次のように改正する。 

第２３条第２項各号列記以外の部分中「それぞれ」を削り、同条に次の１項

を加える。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４

項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合

における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第

１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

⑴ 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被

保険者につき第３条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則第２４条の３０の５

に定める場合には、出産の日。以下同じ。）の属する月（以下「出産予定

月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の

翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

⑵ 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当

該出産被保険者につき第４条の規定により算定した被保険者均等割額（第

１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑶ 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割

額 当該出産被保険者につき第６条の規定により算定した所得割額の１２

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 

⑷ 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険

者均等割額 当該出産被保険者につき第７条の規定により算定した被保険

者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 



⑸ 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該

出産被保険者につき第９条の規定により算定した所得割額の１２分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

⑹ 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割

額 当該出産被保険者につき第１０条の規定により算定した被保険者均等

割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その

減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第３１条を第３２条とし、第２７条から第３０条までを１条ずつ繰り下げ、

第２６条の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者に係る届出） 

第２７条 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合

には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。） 

⑵ 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

⑶ 出産の予定日 

⑷ 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

⑸ その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えな

ければならない。 

 ⑴ 出産の予定日を明らかにすることができる書類 

⑵ 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類 

⑶ 出産後に前項の規定による届出を行う場合には、出産した被保険者と当

該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行

うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各



号に掲げる事項及び第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項

を確認することができる場合は、第１項の規定による届出を省略させるこ

とができる。 

附則第１８項中「第２９条第１項」を「第３０条第１項」に改める。 

附則第１９項中「第２８条第２項」を「第２９条第２項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、第２３条第２項の

改正規定は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の伊勢崎市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度分の国民健康

保険税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和５年度分の国民健康保険税のうち令和

５年１２月以前の期間に係るもの及び令和４年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 

 

 伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄 

 

伊勢崎市条例第４０号 

伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年伊勢崎市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。 

第３５条第３項中「、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用

定員の総数」とあるのは「同条第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係



る利用定員の総数」と」を削る。 

第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認定

こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教

育・保育施設（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において

同じ。）」と、」を加え、「同号又は同条第２号」を「同条第１号又は第２号」に、

「」を」を「」とあるのは」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 伊勢崎市道路占用料徴収条例及び伊勢崎市公共物管理条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



伊勢崎市道路占用料徴収条例及び伊勢崎市公共物管理条例の一部を改正

する条例 

 （伊勢崎市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市道路占用料徴収条例（平成１７年伊勢崎市条例第１６７号）

の一部を次のように改正する。 

別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の項中「５１０円」を「５７

０円」に、「７９０円」を「８７０円」に、「１，１００円」を「１，２００

円」に、「４６０円」を「５１０円」に、「７３０円」を「８１０円」に、

「１，０００円」を「１，１００円」に、「４６円」を「５１円」に、「４５

０円」を「４９０円」に、「２７０円」を「３００円」に、「９１０円」を

「１，０００円」に、「３８０円」を「４２０円」に、「１，９００円」を

「１，８００円」に改め、同表中 

 「 

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が ０ ．０７ メ ートル

未満のもの 

長 さ １ メ

ー ト ル に

つき１年 

１９円 

外径が ０ ．０７ メ ートル

以上０ ． １メー ト ル未満

のもの 

２７円 

外径が ０ ．１メ ー トル以

上０． １ ５メー ト ル未満

のもの 

４１円 

外径が ０ ．１５ メ ートル

以上０ ． ２メー ト ル未満

のもの 

５５円 

外径が ０ ．２メ ー トル以

上０． ３ メート ル 未満の

もの 

８２円 

伊勢崎市条例第４１号 



  

を

外径が ０ ．３メ ー トル以

上０． ４ メート ル 未満の

もの 

１１０円 

外径が ０ ．４メ ー トル以

上０． ７ メート ル 未満の

もの 

１９０円 

外径が ０ ．７メ ー トル以

上１メートル未満のもの 

２７０円 

外径が １ メート ル 以上の

もの 

５５０円 

法第３２条

第１項第３

号に掲げる

施設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法 第 ２ 条

第 ２ 項 第

５ 号 に 規

定 す る 自

動 運 行 装

置 に よ る

検 知 の 対

象 と し て

設 置 す る

導 線 そ の

他 の 線 類 

地下に設け

るもの 

３円 

その他のも

の 

 

 

 

 

 

 

９円 

道路の構造又は交通の

状況を表示する標示柱

その他の柱類 

１ 本 に つ

き１年 

７３０円 



   

 

そ の 他 の

もの 

上空に設け

るもの 

占 用 面 積

１ 平 方 メ

ー ト ル に

つき１年 

４６０円 

地下に設け

るもの 

２７０円 

その他のもの ９１０円 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 ９１０円 

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

施設 

地 下 街 及 び

地下室 

階 数 が １ の

もの 

Ａに０．０

０５を乗じ

て得た額 

階 数 が ２ の

もの 

Ａに０．０

０８を乗じ

て得た額 

階 数 が ３ 以

上のもの 

Ａに０．０

１を乗じて

得た額 

上空に設ける通路 ９３０円 

地下に設ける通路 ５６０円 

その他のもの ９１０円 

                                」 

 「 

法第３２条

第１項第２

外径が ０ ．０７ メ ートル

未満のもの 

長 さ １ メ

ー ト ル に

２１円 



号に掲げる

物件 

 つき１年  

外径が ０ ．０７ メ ートル

以上０ ． １メー ト ル未満

のもの 

３０円 

外径が ０ ．１メ ー トル以

上０． １ ５メー ト ル未満

のもの 

４５円 

外径が ０ ．１５ メ ートル

以上０ ． ２メー ト ル未満

のもの 

６１円 

外径が ０ ．２メ ー トル以

上０． ３ メート ル 未満の

もの 

９１円 

外径が ０ ．３メ ー トル以

上０． ４ メート ル 未満の

もの 

１２０円 

外径が ０ ．４メ ー トル以

上０． ７ メート ル 未満の

もの 

２１０円 

外径が ０ ．７メ ー トル以

上１メートル未満のもの 

３００円 

外径が １ メート ル 以上の

もの 

６１０円 

法第３２条 自 法 第 ２ 条 地下に設け ３円 



第１項第３

号に掲げる

施設 

動

運

行

補

助

施

設 

第 ２ 項 第

５ 号 に 規

定 す る 自

動 運 行 装

置 に よ る

検 知 の 対

象 と し て

設 置 す る

導 線 そ の

他 の 線 類 

るもの 

に
その他のも

の 

１０円 

道路の構造又は交通の

状況を表示する標示柱

その他の柱類 

１ 本 に つ

き１年 

８１０円 

そ の 他 の

もの 

上空に設け

るもの 

占 用 面 積

１ 平 方 メ

ー ト ル に

つき１年 

 

５１０円 

地下に設け

るもの 

３００円 

その他のもの １，０００

円 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 １，０００

円 

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

施設 

地 下 街 及 び

地下室 

階 数 が １ の

もの 

Ａに０．０

０４を乗じ

て得た額 

階 数 が ２ の Ａに０．０



もの ０６を乗じ

て得た額 

 
階 数 が ３ 以

上のもの 

Ａに０．０

０７を乗じ

て得た額 

上空に設ける通路 ９００円 

地下に設ける通路 ５４０円 

その他のもの １，０００

円 

                                 」 

 改め、同表法第３２条第１項第６号に掲げる施設の項中「１９円」を「１８

円」に、「１９０円」を「１８０円」に改め、同表令第７条第１号に掲げる

物件の項中「１９０円」を「１８０円」に、「１，９００円」を「１，８０

０円」に、「７３０円」を「８１０円」に、「１９円」を「１８円」に、「９

３０円」を「９００円」に改め、同表令第７条第２号に掲げる工作物の項中

「９１０円」を「１，０００円」に改め、同表中 

 「 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び

同条第５号に掲げる工事用材料 

占 用 面 積

１ 平 方 メ

ー ト ル に

つき１月 

１９０円  

 

 

 

 

 

 

 

 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び

同条第７号に掲げる施設 

９１円 

令第７条第

９号に掲げ

る施設 

建築物 占 用 面 積

１ 平 方 メ

ー ト ル に

つき１年 

Ａに０．０

１６を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０



１２を乗じ

て得た額 

 

 

を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令第７条 第

１１号に 掲

げる応急 仮

設建築物 

トンネ ル の上又 は 高架の

道路の 路 面下に 設 けるも

の 

Ａに０．０

１６を乗じ

て得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０

２３を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０

３３を乗じ

て得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０

３３を乗じ

て得た額 

                                 」 

 「 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び

同条第５号に掲げる工事用材料 

占 用 面 積

１ 平 方 メ

ー ト ル に

つき１月 

１８０円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び

同条第７号に掲げる施設 

１００円 

令第７条第

９号に掲げ

る施設 

建築物 占 用 面 積

１ 平 方 メ

ー ト ル に

つき１年 

Ａに０．０

１５を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０

１１を乗じ



て得た額  

 

に 

 

 

 

 

 

 

令第７条 第

１１号に 掲

げる応急 仮

設建築物 

トンネ ル の上又 は 高架の

道路の 路 面下に 設 けるも

の 

Ａに０．０

１５を乗じ

て得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０

２２を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０

３１を乗じ

て得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

                                 」 

 改める。 

 （伊勢崎市公共物管理条例の一部改正） 

第２条 伊勢崎市公共物管理条例（平成１７年伊勢崎市条例第１６８号）の一 

部を次のように改正する。 

  別表第１種電柱の項中「５１０円」を「５７０円」に改め、同表第２種電

柱の項中「７９０円」を「８７０円」に改め、同表第３種電柱の項中「１，

１００円」を「１，２００円」に改め、同表第１種電話柱の項中「４６０円」

を「５１０円」に改め、同表第２種電話柱の項中「７３０円」を「８１０円」

に改め、同表第３種電話柱の項中「１，０００円」を「１，１００円」に改

め、同表その他の柱類の項中「４６円」を「５１円」に改め、同表諸管埋設

の項中「１９円」を「２１円」に、「２７円」を「３０円」に、「４１円」を

「４５円」に、「５５円」を「６１円」に、「８２円」を「９１円」に、「１

１０円」を「１２０円」に、「１９０円」を「２１０円」に、「２７０円」を



「３００円」に、「５５０円」を「６１０円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 伊勢崎市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 伊勢崎市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一部を改

正する条例 

第１条 伊勢崎市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例（平

成１７年伊勢崎市条例第２８１号）の一部を次のように改正する。 

第１１条中「第１号に掲げるもので」を削り、「、第８条第２項第２号並

びに別表第１」を「並びに第８条第２項第２号」に改め、同条各号を次のよ

うに改める。 

⑴ 法別表第２ （ぬ）項第３号⒀又は （１３の２）の用途に供する工作物で別表第１の

地区内にあるもの 

⑵ 法別表第２ （る）項第１号 （２１）の用途に供する工作物で別表第１の地区内に

あるもの 

別表第１から別表第３までを次のように改める。 

別表第１（第５条関係、第１１条関係） 

地区 建築してはならない建築物 

居住環境保全

地区 

⑴ 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に

供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合

計が１，５００平方メートルを超えるもの 

⑵ 法別表第２ （に）項第３号、第４号及び第６号に掲げる 

もの 

⑶ 法別表第２ （ほ）項第２号及び第３号に掲げるもの 

⑷ 法別表第２ （へ）項第３号及び第５号に掲げるもの 

⑸ 法別表第２ （り）項第２号及び第３号に掲げるもの 

⑹ 法別表第２ （ぬ）項第２号から第４号までに掲げるもの 

⑺ 法別表第２ （る）項第１号に掲げるもの 

別表第２（第５条関係） 

地区 建築してはならない建築物 

産業共生地区 

 

⑴ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建

築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が１，

５００平方メートルを超えるもの 

伊勢崎市条例第４２号 



 

⑵ 法別表第２ （ほ）項第２号に掲げるもの 

⑶ 法別表第２ （へ）項第３号に掲げるもの 

⑷ 法別表第２ （り）項第２号及び第３号に掲げるもの 

⑸ 法別表第２ （を）項第５号及び第６号に掲げるもの 

別表第３（第５条関係） 

地区 建築してはならない建築物 

前橋笠懸道路

沿道地区 

⑴ 法別表第２ （に）項第３号及び第４号に掲げるもの 

⑵ 法別表第２ （ほ）項第２号及び第３号に掲げるもの 

⑶ 法別表第２ （へ）項第３号に掲げるもの 

⑷ 法別表第２ （り）項第２号及び第３号に掲げるもの 

第２条 伊勢崎市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例の一

部を次のように改正する。 

  第５条中「又は別表第３」を「、別表第３又は別表第４」に改める。 

  第１１条第２号中「別表第１」の次に「及び別表第２」を加える。 

  別表第３を別表第４とし、別表第２を別表第３とし、別表第１の次に次の

１表を加える。 

別表第２（第５条関係、第１１条関係） 

地区 建築してはならない建築物 

田園居住地区 ⑴ 店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に

供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合

計が１，５００平方メートルを超えるもの 

⑵ 法別表第２ （に）項第３号及び第４号に掲げるもの 

⑶ 法別表第２ （ほ）項第２号及び第３号に掲げるもの 

⑷ 法別表第２ （へ）項第３号及び第５号に掲げるもの 

⑸ 法別表第２ （り）項第２号に掲げるもの 

⑹ 法別表第２ （る）項に掲げるもの 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、



令和６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行（前項本文の規定による施行をいう。）の日の前日までに

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 

 伊勢崎市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄 

 

伊勢崎市条例第４３号 

   伊勢崎市都市公園条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市都市公園条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８１号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第２の１の項を次のように改める。 

１ 公園施設を設

け、又は管理す

る場合 

 

 

⑴  公募等により公園施

設を設け、又は管理す

る場合 

使用の態様を勘案して市長が定

める額 

⑵  前号に掲げる場合以

外で公園施設を設け、

又は管理する場合 

１平方メートル１日

につき 

２０円

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 伊勢崎市給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄 

 

伊勢崎市条例第４４号 



   伊勢崎市給水条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市給水条例（平成１７年伊勢崎市条例第１９４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項中「第２条第２項第１号」を「第３条第２項第１号」に改める。 

第５条第１項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

第２６条第１項の表中「６９０円」を「７６０円」に、「６５円」を「７０

円」に、「１１０円」を「１１５円」に、「１２５円」を「１３０円」に、「９

００円」を「１，０５０円」に、「１，８００円」を「２，１１０円」に、「４，

１００円」を「４，８００円」に、「９，５００円」を「１１，１００円」に、

「１８，５００円」を「２１，６００円」に、「３３，５００円」を「３９，

２００円」に、「４５，０００円」を「５２，７００円」に、「９０，０００円」

を「１０５，３００円」に改める。 

 第３７条第２項ただし書中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条第１項の改

正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前から同日以後に引き続く水道使用者の令和６年４月

及び５月検針分の使用水量に係る水道料金の額については、なお従前の例によ

る。 

 

 伊勢崎市公共下水道条例及び伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別

浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年１２月２１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄 

 

伊勢崎市条例第４５号 

伊勢崎市公共下水道条例及び伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による



戸別浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例 

 （伊勢崎市公共下水道条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市公共下水道条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８４号）の一

部を次のように改正する。 

第２３条の表を次のように改める。 

用途 基本料

金（１

月につ

き） 

水量料金（１立方メートルにつき） 

１ 立 方

メ ー ト

ル か ら

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

１ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え ２

５ 立 方

メ ー ト

ルまで 

 

２ ５ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え ５

０ 立 方

メ ー ト

ルまで 

 

５ ０ 立

方 メ ー

ト ル を

超 え ２

０ ０ 立

方 メ ー

ト ル ま

で 

２ ０ ０

立 方 メ

ー ト ル

を 超 え

２ ５ ０

立 方 メ

ー ト ル

まで 

２ ５ ０

立 方 メ

ー ト ル

を 超 え

るもの 

一般用 ７００ 

  円 

 

５８円 ９５円 １０６ 

  円 

１０９円 １１３ 

  円 

臨時用 ２６０円 

公 衆 浴

場用 

４５０ 

  円 

３０円 ５０円 

（伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例

の一部改正） 

第２条 伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する

条例（平成２２年伊勢崎市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

別表第２基本料金の項中「４５０円」を「７００円」に改め、同表排除 

汚水量による使用料の項中「使用料」を「料金」に、「５３円」を「５８円」

に、「９３円」を「９５円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （伊勢崎市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置） 



２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前から施行日以後に引き

続く公共下水道使用者の令和６年４月及び５月検針分の排除した汚水の量に

係る排除使用料の額については、なお従前の例による。 

（伊勢崎市特定地域生活排水処理事業による戸別浄化槽の整備に関する条例

の一部改正に伴う経過措置） 

３ 施行日前から施行日以後に引き続く戸別浄化槽使用者の令和６年４月検針

分の排除した汚水の量に係る戸別浄化槽使用料の額については、なお従前の例

による。 

 

 


